












私傷病と休職規定の要点解説

恥原則： r休職」による療養機会の付与

就業規則に休職制度がある場合、 まずは休職を命じ、 治療に専念させるのが原

則。

いきなりの解雇は、 休職制度の趣旨に反し、 権利濫用となる可能性が高い。

｝解雇は『最終手段」（労契法16条）

休職期間満了後も復職できない場合に初めて、 自然退職または解雇を検討す

る。

解雇回避努力として、 医師の診断や配謳転換の検討も求められる。

B 就業規則での r手続の明確化」

「身体の障害により．．．」という解雇事由の規定があっても、

「休職を先行させるJ旨をただし書き等で明記し、 誤解を防ぐ設計が必要。

II労働契約法策16条（解雇）

解雇は、 客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない場

合は、 その権利を濫用したものとして、

無効とする。

A実務上のリスク

休職制度を経ずに解雇した場合、 裁判で

無効と判断されるリスクが極めて高い。

バックペイ（解雇期間中の賃金）等の多

額の金銭負担が生じる恐れがある。



参考裁判例（私傷病）

日本ヒュ ー レット・パッカー ド事件

m 曽最高裁判所判決平成24年4月27日

カンドー事件

m 舗東京地方裁判所判決平成17年刀司18日

|精神的不調による無断欠勤に対し、診断 ・休職等の措置を経ずに
行った諭旨退職処分を無効と判断

J精神的不調により出勤を拒否するようになった従業貝に対して、
業主はまず精神科医による健庫診断を実施すべき。

J診断結果に応じ、必要な場合は治療を勧めて休職等の処分を検討
し、経過を見る対応が必要。

Jこのような対応なく、 無断欠勤 として処分することは、使用者とし
て適切な対応とは言えない。

J普通解雇の場合においても、同様の理屈が妥当する（休職命令なし
の解雇は無効リスク大）。

I
体調不良により出勤できない日員について、休職を命じずに普
通解雇したことを無効と判断

J体調不良で欠勤している従業貝に対し、就業規則上の休職事由に該
当するかを検討すべき。

ゾ休職制度があるにもかかわらず、これを適用せずにいきなり普通解
雇することは、権利濫用となる。

V 「身体の障害により業務に耐えられ ない」という規定があっても、
即時解雇力澄められるわけではない。

J就業規則の解釈として、休職制度がある場合は休職を優先すべき原
則が示された事例。







裁判例：能力不足解雇①

函ZemaxJapan事件（東京地判令和3年7月88)

「能力不足を理由として解雇する場合、 まずは使用者から労働者に対して …

改善すべき点の指摘及び改善のための指導をし、 一定期間の猶予を与えて、 当該能力

不足を改善することができるか否か様子をみた上で、 それでもなお能力不足の改善が

難しい場合に解雇をするのが相当である」

；三解雇に先立つ必須プロセス

裁判所が示した、 能力不足解雇が有効とされるための手順：

能力差の説明 ＞
 

改善点の指摘 ＞ 改善指導 ＞ 一定の猶予

判決のポイント

従業員数10名以下の小規模企業（零細企業）であっても、 能力不足を理由とする解

Q実務への影響

単に「能力が低い」「期待外れ」という

主観的な理由だけでは解雇は認められな

い。

客観的な能力不足の証拠に加え、 会社側

が「改善のために何をどれだけ行った

か」が問われる。

五三求められる具体的アクション

J求める能力と現状のギャップを具体

的に説明する

J口頭だけでなく書面で改善点を指摘

する

J指導の記録を残す（指導書・面談記

録）

J3ヶ月～半年程度の猶予期間を設定す

る



裁判例：能力不足② （大企業・職務不適合）

土現在の担当業務で業績不良でも即解雇不可

現在の業務に関して業績不良があったとしても、 それだけで直ちに解雇が有効となるわ

けではありません。

特に規模の大きい企業では、 他の業務への配置転換の可能性を検討する必要がありま

す。

,.,解雇回避のための具体的措置の欠如

以下の手段を講じることなく行われた解雇は、 客観的に合理的な理由を欠きます。

・適性に合った職種への転換

・業務内容に見合った職位への降格

・「改善なければ解雇」と伝えた上での更なる機会付与

函権利濫用として「無効」の判断

会社側が主張する業績不良の事実があったとしても、 解雇回避努力を尽くしていないた

め、

社会通念上椙当とは認められず、 権利濫用として無効と判断されました。

盆日本アイ ・ ビー・ エム事件

「現在の担当業務に関して業箔不艮があるとして

も、 その適性に合った職種への転換や業務内容に

見合った職位への降格、 一定期間内に業績改善が

見られなかった場合の解雇の可能性をより具体的

に伝えた上での更なる業績改善の機会の付与など

の手段を講じることなく行われた本件解雇は、 客

観的に合浬的な理由を欠き、 社会通念上相当であ

るとは認められないから、 権利濫用として無効と

いうぺきである」

京地方裁判所判決平成2�月288

〇実務上の教訓

大企業や配置転換の余地がある企業では、 単

に能力不足を指摘するだけでなく、 配置転換

や降格によっても雇用維持ができないか、 十

分検討し実施した実績が必要となります。











整理解雇の4要素と規定反映

鯨珊』平成2碑明30日（日＊航空害室景務員解雇事件）

ヒ ®人員削減の必要性の有無・程度
第17条1項8号「事業活動の縮小等により、 人員整理の必要が生じ」と明記。

ニ＠解雇回避措置の有無・程度
第17条1項8号「他の職務への転換が困難なとき」に加え、 同条3項で「合意退職の協議

（希望退職募集等）」の努力義務を規定。

染®人選の合理性の有無
恣意的な選定は不可。 客観的·合理的基準（勤務成績·勤続年数等）の設定と公正な適

用が必要。

・▲ ④解雇手続の相当性
第17条1項8号ただし書「必要性を説明の上、 時期·規模・方法・人選基準について協

議Jと明記。

琶就業規則への反映（第17条1項8

号）

．．．事業活動の縮小等により、 人員整理の必

要が生じ、 かつ他の職務への転換が困難な

とき。

ただし、 会社は解雇に先立ち、 その必要性

を征業員に説明のうえ、 時期・規桟・方

法・人選基準について協議し、 合理的な解

雇対象者の人選基準を定めるものとしま

す。

0 実務上のポイント

整理解雇は従業員に帰黄性のない解雇であ

るため、 厳格に判断されます。

就業規則に「牡巨素」のプロセスを明配

し、 単なる経営不振だけでは解雇できない

ことを周知・運用することがffl要です。



会社解散と解雇の有効性

夕石川タクシ ー 富士宮ほか事件（静岡地裁沼津支部H25.9.25)

会社解散に伴う解雇は原則有効だが、手続的配慮を著しく欠く場合は、 権利濫用として

無効となる可能性がある。

解散に至る経緯や解雇条件の説明など、 労働者への配慮が必要。

因龍生自動車事件（東京地判R3.10.28)

解散に伴う解雇には整理解雇法理は適用されない。

ただし、①手続的配慮を著しく欠く場合、②解散が仮装や不当目的の場合に限り、 無効

となる。

:: TRAD社労士法人事件（東京地判R4.6.29)

法人の解散に伴う解雇でも、経緯や事情、解雇条件の説明などの手続的配慮を著しく欠

いた場合、社会通念上相当とはいえず無効となる。

函原則と例外

原則：会社解散の自由により解雇は有効。

例外：手続的配庶の若しい欠如、 仮装解散、

不当目的等の場合は権利濫用として無効。

／実務対応のポイント

就業規則（第17条1項9号）に、 「会社は解雇

に先立ち、 解散及び解雇の方針を従業員に説

明するものとする」旨を明配し、 実際に十分

な説明会等を行うことが肝要。















参考裁判例（合意解約・辞職） ① 

高野メリヤス事件 昭和51年10月29日

就業規則で「退職を希望する場合は遅くとも1か月前、 役付者は6か

月以前に退職願を提出し、 会社の許可を得なければならない」と定

めていた事例。

一
「退職に会社の許可を要するとする部分は効力を有しないと解

すべきである」

0 ここがポイント

「許可制」「承認制」による退職制限は、 民法627条僅籍りの自由）に反

し無効とされる典型例。

プロシ ー ド事件 横浜地判平29.3.30

就業規則に「自己都合退職は90日前までに退職願提出」「会社の承認

があるまでは業務に従事」と規定。

引継ぎ未了を理由に会社力渾害賠償を請求した事例。

一
「従業貝による雇用契約の解約申し入れから民法所定の期闘が

経過した後は、 雇用契約は終了する」

0 ここがポイント

過度に長い予告期間（90日等）や、 引継ぎ未了を理由とする退職拒否・

損害賠償請求は認められない。



参考裁判例（合意解約・辞職）

エスエイピー・ ジャバン事件

東京地方裁判所判決平成14Jt:9月3日

会社が金銭面の重大な不正行為があった従業員の辞職を認めず、 懲戒解雇して公表した

案。

0 判決の要旨

『懲戒解雇の時点では、 すでに辞職の申し出から2週間が経過しており、 雇用契約が

終了しているから、 懲戒解雇することはできない」

9 実務上のポイント

会社による懲戒解雇の公表も原則として違法となり、 会社は従業貝へ慰謝料の支払いを命

じられた。

辞職による契約終了（民法627条）の効果は強力であり、 懲戒権行使よりも俣先される場

合があるD

▲ 「懲戒逃れ」への対抗は困難

従業員が民法627条に基づいて一方的に辞職（解約申

入れ）をした場合、 原則として凶＇間経過により雇用

契約は終了します。

会社が「承認しない」と言っても、 法律上の効果とし

ての契約終了を止めることはできません。

の実務での対応策

懲戒事由がある場合でも、 辞職の効力発生までに懲戒

手続（弁明の機会付与等）が間に合わなければ、 懲

戒解雇はできません。

無理に懲戒解雇を強行して公表すると、 逆に名音毀損

等で訴えられるリスクがあります。 退職金不支給規定

等での対応を検討します。





















| 懲戒処分の法的制限と適法要件

畠予測可能性（罪刑法定主義的要請）

懲戒処分を行うには、 あらかじめ就業規則に「懲戒の種類」と「懲戒事由」を

定めておくことが必要不可欠。

規定されていない事由での懲戒や、 周知されていない規則に基づく懲戒は無効

となる。

儡権利濫用法理（労働契約法15条）

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない懲戒は無

効。

「行為の性質・態様」と「処分の重さ」のバランス（相当性）が厳しく問われ

る。

Q減給の制限（労基法91条）

減給処分の上限：1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、

総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。

II労働契約法第15条（懲戒）

使用者が労働者を懲戒することができる

場合において、 当該懲戒が、 当該懲戒に

係る労働者の行為の性質及び態様その他

の事情に照らして、客観的に合理的な理

由を欠き、社会通念上相当であると認め

られない場合は、 その権利を濫用したも

のとして、 当該懲戒は、 無効とする。

△実務上の注意点

「パスケット条項」（その他前各号に準

ずる ・ ・ ・ ）のみを根拠とした重い懲戒処分

は、 予測可能性の観点から無効とされる

リスクが商い。 具体的な事由の列挙が重

要。



参考裁判例（懲戒処分①）

〇事前の定めがない懲戒は不可（フジ興産事件） 一

「使用者が労働者を懲戒するには、 あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を

定めておくことを要する」と判示。

就業規則に記載のない事由での懲戒処分は認められない。

〇いきなりの重処分は権利濫用（共栄印刷紙器事件） 一

無届遅刻180回という極端な事例でも、 事前の注意・指導や軽い処分を経ずに、 いきなり

も重い懲戒解雇を選択することは r余りに性急」として無効とされた。

段階的な指導プロセスの欠如が致命的となる。

函懲戒権濫用法理（労契法15条）

懲戒は、 客観的に合理的な理由を欠き、 社

会通念上相当であると認められない坦合

は、 その権利を濫用したものとして、 無効

とする。

9 実務への示唆

①懲戒事由は就業規則に網羅的に記載す

る。

②荏大な規律違反でも、 即座に解雇せず、

まずは弁明の機会を与え、 過去の指尊歴や

処分歴を踏まえて慎mに呈定を判断する。



参考裁判例②：懲戒解雇の相当性

9 ケンウッド事件（最判平成12年1月28日）

3歳児の保育園送迎を理由とした転勤拒否・命令違反事案。

最高裁は、 使用者側の配虜や事前停職処分を経た経緯を考慮し、 懲戒解雇は違

法ではない（有効） と判断。

眉JTB事件（東京地判令和3年4月13日）

私的なゴルフや家族旅行の料金を会社経費として不正精口した事案。

裁判所は、 金額の多寡に関わらず信頼関係を破壊する行為として、 懲戒解雇を

有効と判断した。

夕裁判所の判断ポイント

単なる）レ ー ル違反だけでなく、 その違反

が「企業秩序」や「信頼関係」に与える

影蓉の大きさが重視される。

過去の処分歴や、 会社側の指専・配慮プ

ロセスも有効性の判断材料となる。

0 実務への示唆

業務命令違反や不正行為であっても、

前の警告や段階的な処分を経ることで、

懲戒解雇の正当性が補強される。

不正精算は少額でも「横領」的性質があ

り、 厳正処分が認められやすい。













1 

私生活上の非行と懲戒の限界
I 

角原則：私生活上の行為は自由

従業員の私生活上の行為は、 原則として企業の懲戒権の及ぷ範囲外であ

る。

ただし、 企業活動に直接関連する場合や、 社会的評価を毀損する場合は

例外となる。

屑懲戒が認められる「限定的」要件

私生活上の非行が懲戒対象となるのは、 以下のいずれかに該当する場合

に限定される。

①企業の社会的評価に重大な悪影響を与えるとき

②企業の秩序維持や業務遂行に直接的かつ具体的な障害を生じさせる

とき

：三処分の重さの判断基準（相関関係）

行為の性阿・情状と、 企業への影響度合いを総合考慮する。

軽微な犯罪や、 会社名が報道されないケ ースでの懲戒解冠は無効リスク

が高い。

9 日本鋼管事件（最轟裁昭和49年3月

15日）

「従業員の不名詈な行為が会社の体面を著しく

汚したというためには、 必ずしも具体的な業務

阻害の結果や取引上の不利益の発生を要しない

が、 当該行為の性質、 情状のほか、 会社の事

の種類・態様・規模、 従業員の会社における地

位・職種等諸般の事情から総合的に判断して、

会社の社会的評価に及ぽす悪影響が相当重大で

あると客観的に評価される場合に限られる」

0 実務上のポイント

単に「逮捕された」「起訴された」という事実だ

けでなく、 報道の有無、 会社名の露出、 職務へ

の関連性（例：運転業務者の飲酒運転など）を

慎在に検討する必要がある。











降格の法的制限と裁判例

広島精研工業事件 降格無効 広島地判R3.8.30

課長職を労災や品質成績不良を理由に平社員まで降格させた事案。 I �降格の有効性判断要素

裁判所は、 本人に責任の一端はあるとしつつも、 「 平社貝まで大幅に降格させる必要性

があったとは認めがたい」として、 権利の濫用と判断した。

ニチイ学館事件 降格鰍b 大阪地判R2.2.27

営業課長を成績不良等で係長へ3段階降格させ、給与を約45％減額した事案。

裁判所は、 これほど大きな不利益を与えるまでの勤務状況不良は認められないとし

て、 人事権の濫用により無効とした。

裁判所は以下の要素を総合考慮して判断する

J業務上の必要性

降格を正当化するだけの客観的な理由（成績不

良の程度、 組織運営上の支障など）があるか

J労慟者の帰責性

降格の原因となった事由について、 労働者本人

にとの程度の責任があるか

J不利益の大きさ

2段階以上の降格や大幅な減給は、 特に厳格に

審査される

J手続の椙当性

前の改善指等、 警告、 弁明の機会付与なと、

プロセスが尽くされているか



1 

妊娠 ・ 育児に伴う不利益取扱いの禁止
I 

0 原則：妊娠・出産等を理由とする降格は違法

妊娠中の女性労働者を、軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措

置は、

原則として男女雇用機会均等法9条3項に違反し、 無効となる。

0 例外的に適法となる2つの要件

①自由な意思に基づいて降格を承諾した合理的理由が客観的に存在する場合

②業務上の必要世から支障があり、 かつ均等法の趣旨に反しない特段の事情が

ある場合

0 事由終了後1年以内の不利益取扱いに注意

妊娠・出産・育児休業等の事由終了から1年以内の降格は、

原則として「契機とする不利益取扱い」とみなされる（厚労省指針）。

｝広島中央保健生活協同組合事

件

最高裁判所判決平成26年10月23日

妊娠を機に軽易業務への転換を希望した

女性副主任を、 本人の同意を得て降格さ

せた宰案。

最高裁は、 上記の原則達法・例外的適法

の枠組みを示し、 単なる同意だけでは足

りないとして高裁に差し戻した。

琶男女雇用機会均等法第9条3

項

事業主は、 その雇用する女性労働者が妊

娠したこと、 出産したこと…（中略｝…

その他の妊娠又は出産に関する事由であ

って厚生労働省令で定めるものを理由と

して、 当該女性労働者に対して解雇その

他不利益な取扱いをしてはならない。
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